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公告第９号 

 

 一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令 （昭和 ２ ２年政令第１ ６号 ） 第１ ６ ７条の６

第１項及び遠賀 ・ 中間地域広域行政事務組合財務規則 （昭和 ５ ４年規則第２ ０号 ） 第９ ６条の規

定に基づき 、次のとおり公告する 。  

 

 令和８年４月１日 

 

                          遠賀 ・中間地域広域行政事務組合 

                          代表理事     美  浦  喜  明 

１  入札に付する事項 

 (1)  業務名      可燃ごみ搬送業務 

 (2)  業務場所     ①コンテナ積込み場所 

           遠賀 ・中間リ レーセンター 

（ 遠賀郡岡垣町大字糠塚１ ０ ３番地の１ ）  

          ②廃棄物搬送先 

           北九州市清掃工場 

           ・ 皇后崎工場 （ 北九州市八幡西区夕原町２番１号 ）  

           ・ 日明工場 （北九州市小倉北区西港町９ ６番地の ２ ）  

           ・ 新門司工場 （ 北九州市門司区新門司三丁目７ ９番地 ）  

  (3)  業務内容    遠賀 ・中間リ レーセンターに集積された廃棄物を当組合が所有する専用

コンテナに積載後、受託者が用意した搬送車両で北九州市清掃工場へ搬

送する業務。  

           ①業務日 

           廃棄物の搬送は月曜日から土曜日までと し 、日曜日、祝日及び搬送先の

受入休止日は、原則、搬送を行わないこ と とするが、ごみ処理計画上及

び遠賀 ・中間リ レーセンターの管理運営上、搬送が必要と判断した場合

は、 この限りではない。  

           ②搬送先の受入時間 

                      ・ 皇后崎工場    ８ ： ３ ０  ～   ９ ： ２ ０    

                                   １ １ ： １ ０  ～  １ ２ ： ０ ０      

                                    １ ３ ： ３ ０  ～   １ ４ ： ２ ０      

                                    １ ６ ： ０ ０  ～  １ ７ ： ０ ０      

            ・ 日明工場        ６ ： ０ ０  ～  １ ７ ： ０ ０  

            ・ 新門司工場       ６ ： ０ ０  ～  ２ ０ ： ０ ０  

           ③搬送量 

           １ コンテナ当た りの積載量は、約 6.5 ｔ で 、 １日の搬送必要回数は、令

和１ ０年度で延べ１ ５回程度の見込みで、年間の搬出予定量については、
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３ ０ , ０ ０ ０ ｔ 程度の見込み 

 (4)  業務期間     令和１ ０年４月１日から令和２ ０年３月３ １日まで 

  (5)  予定価格    単価  ２ ， １ ７ ３円 / ｔ （ 消費税及び地方消費税を除く 。）   

※遠賀 ・中間リ レーセンター （ 遠賀郡岡垣町大字糠塚１ ０ ３番地の１ ）  

から皇后崎工場 （北九州市八幡西区夕原町２番１号 ） に搬入した場合の      

１ ｔ あた りの単価。  

※日明工場 （北九州市小倉北区西港町９ ６番地の２ ） 新門司工場 （ 北九

州市門司区新門司三丁目７ ９番地 ） の単価については別紙契約方法等の

特記事項参照 

 

 (6)  最低制限価格  なし  

 

２  入札参加資格 

   申込時において、次の条件を満たすこ と 。  

   なお、入札及び契約締結時においても同様とする 。  

 (1)  北九州市の一般廃棄物又は産業廃棄物の収集運搬業の許可を有する こ と 。   

(2)  北九州市の区域内に主たる事業所を有するこ と 。   

(3)  北九州市の区域内が主たる営業エリ アである こ と 。   

(4)  北九州市以外の自治体から北九州市が管理する廃棄物処理施設に一般廃棄物を搬入した

実績があるこ と 。   

 (5)  地方自治法施行令第１ ６ ７条の ４の規定のほか、次の各号に該当しない者であるこ と 。  

     ①  手形交換所による取引停止処分を受けてから ２年間を経過しない者又は本業務の入札 

    日前６ ヶ月以内に手形、小切手を不渡り した者。  

   ②  会社更生法 （平成１ ４年法律第１ ５ ４号 ） の適用を申請した者で、同法に基づく裁判 

    所からの更生手続開始決定がされていない者。  

   ③  民事再生法 （平成１ １年法律第２ ２ ５号 ） の適用を申請した者で、同法に基づく裁判 

  所からの再生手続開始決定がされていない者。  

(6)  遠賀 ・中間地域広域行政事務組合建設工事その他の契約に係る登録業者の指名停止措置

要綱に基づく指名停止期間中の者でないこ と 。  

 (7)  入札に参加しよ う とする者の間に資本関係又は人的関係において関連がない者であるこ

と 。  

  (8)  国税、県税、地方税の未納がないこ と 。  

   (9)  次のいずれにも該当しない者であるこ と 。  

ア  入札参加を希望する者の役員等 （法人の場合は、非常勤役員を含む役員並びに支配人及

び支店若し くは営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有

する代表者及び理事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者 。） が暴

力団員である場合、又は暴力団員が経営に事実上参加している と認められる者。  
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イ  自社、自己若し くは第三者の不正な利益を図り 、又は第三者に損害を加える目的をもっ

て 、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていたと認められる者。  

ウ  暴力団、暴力団関係者若し くは暴力団、暴力団関係者が経営又は運営に関与している と

認められる法人、組合等に対して、資金等を提供し又は便宜を供与するなど積極的に暴力

団の維持運営に協力し 、若し くは関与している と認められる者。  

エ  暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している と認められる者。  

オ  暴力団又は暴力団関係者であるこ とを知りながら 、 これを不当に利用するなどしている

と認められる者。  

 

 ３  契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地 

 (1)  入札手続に関する こ と  

     遠賀郡遠賀町大字今古賀６ ０ ３番地の１  

     遠賀 ・ 中間地域広域行政事務組合  総務課財政係 

     電話番号  ０ ９ ３－２ ９ ３－３ ５ ８ １  

      FAX    ０ ９ ３－２ ９ ３－２ １ ６ ２  

  (2)  業務に関するこ と  

     遠賀郡岡垣町大字糠塚１ ０ ３番地の １  

     遠賀 ・ 中間リ レーセンター 

     電話番号  ０ ９ ３－２ ８ ２－５ ３ ４ １  

      FAX    ０ ９ ３－２ ８ ２－５ ３ ９ ４  

 

４  入札参加申請手続 

 (1)  入札参加を希望する者は、応募書類を提出し入札参加資格の確認を受けなければならな 

  い。  

 (2)  受付期間 

     令和８年４月１日 ( 水 ) から令和８年４月１ ５日 ( 水 ) まで。  

    受付時間 ： ８時３ ０分～１ ７時１ ５分まで。  

  (3)  受付場所 ： ３の (1) の部署とする 。  

  (4)  応募書類の内容 

   ①  入札参加資格審査申請書 

     ②  営業に必要な許可証、認可証等の写し  

   ③  商業登記簿謄本の写し  

④  過去３年分の申告済決算報告書 

  ア  貸借対照表 

  イ  損益計算書 

  ウ  株主資本等変動計算書 （作成していない場合は提出不要 ）   

  エ  個別注記表 （作成していない場合は提出不要 ）   
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  オ  キャ ッシュフロー計算書 （ 作成していない場合は提出不要 ）   

  カ  計算書類の附属明細書 （作成していない場合は提出不要 ）    

  キ  事業概況書 

  ク  事業概況の附属明細書 （作成していない場合は提出不要 ）   

  ケ  法人税申告書 

  コ  勘定科目内訳明細書 

⑤  国税、県税、地方税の滞納がないこ との証明書の写し  

    ⑥  印鑑証明書の写し  

   ⑦  委任状 （支店等で登録する場合のみ ）  

   ⑧  資本関係 ・人的調書 （様式第７号 ）  

   ⑨  営業実績表 （令和８年３月３ １日現在において過去２年間の実績 ）  

   ⑩  誓約書 （様式第８号 ）  

    ・ 応募書類の提出は、郵送又は持参による ものとする 。  

    ・ 申込の際に、入札参加資格確認通知書を送付するための返信用封筒を提出するこ と 。  

      ・ 返信用封筒の表には、申込者の郵便番号、住所、商号及び担当者名を記載し 、 １ １ ０

円切手を貼付しておく こ と 。  

    ・ 提出書類作成にかかる費用は応募者の負担とする 。  

  (5)  入札参加資格の確認の結果は、入札参加資格確認通知書によ り 、令和８年４月２ １日 

   ( 火 ) に発送、通知する 。  

  (6)  申請書及び資料の受付配布等 

   申請書及び資料の様式等の配布は、 この公告の日から令和８年４月１ ５日 ( 水 ) １ ７時 

１ ５分まで、遠賀 ・ 中間地域広域行政事務組合ホームページにて行う 。  

 

５  入札参加資格を認められなかった者に対する理由の説明 

  (1)  審査の結果、入札参加資格を認められなかった者は、入札参加無資格理由の説明 

   を求める申請書によ り 、組合に対してその理由の説明を求めるこ とができる 。  

  (2)  説明を求める場合は、令和８年５月７日 ( 木 ) の１ ７時１ ５分までに申請書を提出し  

なければならない。  

       なお、申請書は持参と し 、提出先は３の (1) の部署とする 。  

  (3)  説明を求められたと きは、令和８年５月１ ２日 ( 火 ) １ ７時１ ５分までに説明を求める  

者に対して、入札参加無資格理由説明書によ り回答するものとする 。  

 

６  仕様書に関する質疑及び回答 

    質疑がある場合は、令和８年５月７日 ( 木 ) １ ７時１ ５分までに上記３の (2) の部署まで

F Ａ Ｘで連絡するこ と とする 。 （ 様式は任意とする ）  

   なお、送信後は、電話で送信した旨を連絡するこ と とする 。  

   質疑書に対する回答は、令和８年５月１ ２日 ( 火 ) １ ７時１ ５分までにＦ Ａ Ｘで入札参加

資格が認められた者に回答するものとする 。  
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７  入札、開札の日時及び場所 

  (1)  入札 

     ①  日時   

     令和８年５月１ ５日 ( 金 )  １ ４時０ ０分 

     ②  場所   

     遠賀郡遠賀町大字今古賀６ ０ ３番地の１  

     遠賀 ・ 中間地域広域行政事務組合庁舎２階第１会議室   

     ③  入札開始時刻に遅れたと きは、入札に参加するこ とができない。  

   ④  入札参加申請が無い場合、若し くは入札参加者全員が辞退したと きは入札を中止す

る 。  

   ⑤  入札保証金は、免除する 。  

   ⑥  入札参加業者数及び入札者名の入札前における事前公表は行わない。  

     契約締結後に公表する 。  

   ⑦  入札者 （代理人 ）以外の入札会場への立入は認めない。  

   ⑧  入札参加資格確認通知書又はその写しを持参する こ と 。  

  (2)  入札の方法 

     ①  代理人による入札の場合は、入札前に委任状 （入札用 ） を提出するこ と 。  

     ②  入札回数は、 １回とする 。  

③  遠賀 ・ 中間リ レーセンター （ 遠賀郡岡垣町大字糠塚１ ０ ３番地の１ ） から皇后崎工場

（北九州市八幡西区夕原町２番１号 ） に搬入した場合の１ ｔ あた りの単価で入札に付

し 、予定価格以内で最低金額を提示したものを落札者とする 。入札金額は、 １ ｔ 当た

りの円単位の単価を記載するものとする 。なお、落札決定にあたっては、入札書に記

載された金額に １ ０ ０分の １ ０に相当する額を加算した金額 （ 当該金額に１円未満の

端数がある と きは、その端数金額を切り捨てた額 ） をもって落札価格とするので、入

札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税業者であるか、免税業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の１ １ ０分の １ ０ ０に相当する金額を入札書に記載する

こ と 。  

     ④  入札書の氏名欄について   

    代表者が出席の時 ・ ・ 代表者名の記入と押印 （ 入札参加資格審査申請書２の使用印届 

              で届け出た印鑑を押印 ） する こ と 。  

    代理人が出席の時 ・ ・ 代理人名の記入と押印 （ 委任状 （ 入札用 ） の代理人使用印欄で届 

              け出た印鑑 （私印 ） を押印 ） する こ と 。  

   ⑤  入札書は封筒に入れて提出する こ と とする 。入札書の封筒の表には、入札件名と 「 入 

     札書 」 とい う文字を記載し 、の り付け厳封の上、入札参加者の印鑑で封印するこ と 。  
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  (3)  入札の無効 

     ①  金額の記載のないと き 。  

     ②  法令又は入札に関する条件に違反したと き 。  

       〔 注 〕  上記の条件とは、同一入札に参加する複数の者の関係が、資本関係又は人的

関係がある場合を含む。 

③  同一入札者が ２以上の入札をしたと き 。  

     ④  入札書が所定の場所及び日時に到着しないと き 。  

     ⑤  入札書に入札者又はその代理人の記名押印がなく 、入札者が判明できないと き 。  

       〔 注 〕  入札書を封入の際に記名または押印漏れがないか、十分確認する こ と 。  

 特に代理人 （ 委任状を提出する場合 ） が入札者となる場合、代理人の記名押

印漏れについても入札が無効となるため十分確認するこ と 。  

入札後の押印、署名等は一切認めず無効とする 。  

   ⑥  金額の重複記載、誤字又は脱字があって必要事項を確認できないと き 。  

     ⑦  予定価格を超える入札をした場合。  

   ⑧  申請書等に虚偽の記載をした者の入札。  

     ⑨  入札参加資格がある と確認された者であっても 、入札の際において入札参加資格が無 

    いと認めた者の入札。  

     ⑩  無効の入札を行った者を落札者と していた場合には、落札決定を取り消すものとす 

る 。  

  (4)  開札 

       入札後その場にて、直ちに開札する 。  

   (5)  落札の決定 

       予定価格以下で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする 。  

    ただし 、最低の価格が ２者以上ある と きは、地方自治法施行令第１ ６ ７条の ９の規定に 

   基づき 、 く じによ り落札者を決定する 。  

 

８  契約の締結 

落札者は、入札後速やかに契約を締結するものと し 、契約保証金を預託しなければならない。

ただし 、落札者が契約を締結しなかった場合は、落札単価に１年間の予定搬送数量及び消費税 

 の率を乗じた額の １ ０ ０分の ５に相当する違約金を徴収するものとする 。  

 

９  契約保証金 

落札者は契約単価 （皇后崎工業 ） に １年間の予定搬送数量及び消費税の率を乗じた額の１ ０

０分の １ ０以上の契約保証金を現金及び小切手 （銀行振出分 ） によ り納めなければならない。  

  ただし、遠賀・中間地域広域行政事務組合財務規則第７９条及び遠賀・中間地域広域行政事

務組合契約事務運用要綱第７９条関係の規定に該当する場合は、納付を免除することができる。 

 なお、契約保証金は業務履行期間を 1年経過した後、速やかに返還するものとする 。  
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10  支払いの条件 

毎月払いとする 。  

   

11  その他 

  (1)   業務の履行の全部または主要な部分を一括して他の者に委託しないこ と 。  

  (2)  提出された資料は、返却しない。  

  (3)  入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とす 

る 。  

  (4)  現場説明会は、実施しない。  

 



 

 

提出書類一覧表 

 

№ 提 出 書 類 及 び 記 載 要 領                    様  式 写 

１ 入札参加資格審査申請書 

・許認可登録、営業経歴欄において記入スペースが不足する場

合は、「別紙添付」に記入して提出すること。 

当組合様式 不可 

２ 営業に必要な許可証、認可証等 

・北九州市の一般廃棄物、産業廃棄物許可証 

任  意 可 

３ 商業登記簿謄本（個人の場合は、身分証明書） 

 ※履歴事項全部証明書 

任  意 可 

４ 過去３年分の申告済決算報告書 

①貸借対照表 ②損益計算書 ③株主資本等変動計算書  

④個別注記表 ⑤キャッシュフロー計算書 

⑥計算書類の附属明細書 ⑦事業概況書 

⑧事業概況の附属明細書 ⑨法人税申告書 

⑩勘定科目内訳明細書 

※③、④、⑤、⑥、⑧（作成していない場合は提出不要） 

任  意 可 

５ 納税証明書 

以下３種類必ず未納及び滞納のない証明書を提出。 

①  国税「法人税（個人の場合は所得税）」・「消費税及び地

方消費税」 

②  都道府県税「法人県民税（法人のみ）」・「事業税」 

③ 市町村税「納税義務のあるもの」 

 ※②・③については、登録先の事業所分を提出すること。 

任  意 可 

６ 印鑑証明書 任  意 可 

７ 委任状（支店等で登録する場合のみ） 当組合様式 不可 

８ 資本関係・人的調書（様式第７号） 当組合様式 不可 

９ 営業実績表  （項目を満たせば他様式でも可） 

・過去２年の官公庁からの請負実績。官公庁からの請負実績が

無い場合は民間の請負金額の大きい順に記載すること。 

当組合様式 不可 

１０ 誓約書（様式第８号）  当組合様式 不可 

１１ 返信用封筒（１１０円切手を貼付）   

 

注意事項 

 １ 文字は楷書で明確に書いて下さい。ゴム印を使用できる箇所は使用してもかまいま

せん。 

 ２ №２・３・５・６は、それぞれの発行官公庁において定めた様式によるものとし、

№２については、申請日直近のもの。 

№３・５・６は、証明年月日が令和８年２月１日以降のものを使用して下さい。 

      一覧の様式欄に記載の「当組合様式」については、当組合の独自様式であり、参考

様式を添付しておりますので、様式に添って提出してください。 



年 月

遠賀郡遠賀町大字今古賀６０３番地の１

様

申　請　者

入札参加資格審査申請書
（可燃ごみ搬送業務）

　遠賀・中間地域広域行政事務組合が発注する可燃ごみ搬送業務入札参加資格の審査を申請いたし
ます。
　なお、入札参加資格の要件をすべて満たしていること並びに本申請書及び添付書類のすべての記
載事項は、事実と相違ないことを誓約します。

遠賀・中間地域広域行政事務組合
代 表 理 事 美浦　喜明

F A X 番 号

令和

フ リ ガ ナ 実　　印

〒

フ リ ガ ナ

所 在 地

電 話 番 号

フ リ ガ ナ 電 話 番 号

受　任　者

商号又は名称

フ リ ガ ナ

代 表 者 指 名

所 在 地
〒

F A X 番 号

名

フ リ ガ ナ

商号又は名称

フ リ ガ ナ

代 表 者 指 名

使用印鑑（入札、見積り、契約締結等に実際使用する印鑑を鮮明に捺印して下さい。）

1 （組合と契約を締結する支店又は営業所）

使用印鑑

2

3 従業員数

総従業員数

支店又は営業所従業員数

大型免許所持従業員数

名

名



年　  月　  日 

営業経歴

台

※書類提出日に所有若しくは使用者となり運行している車両があれば台数等を記載してくださ
い。（総重量の大きなものから記載してください。）

ｔ車 台

許認可登録を受けているものがあれば記入して下さい。

明・大・昭・平・令
年　  月　  日 

明・大・昭・平・令
年　  月　  日 

明・大・昭・平・令
年　  月　  日 

明・大・昭・平・令
年　  月　  日 

明・大・昭・平・令
年　  月　  日 

明・大・昭・平・令
年　  月　  日 

明・大・昭・平・令

5

許認可登録6

営業開始年月日、組織の変更、合併、営業の休止、再開、商号若しくは名称の変更等その他重要
な事項について記載すること。

ｔ車 台

ｔ車 台

ｔ車 台

年　  月　  日 

明・大・昭・平・令
年　  月　  日 

明・大・昭・平・令

ｔ車

ｔ車 台

車輌運行台数　4



委 任 状 （ 支店登録用 ） 

 

令和  年  月  日 

 

遠賀・中間地域広域行政事務組合 

代表理事 美浦 喜明 様 

 

委 任 者 

住      所 

商 号 等 

代表者氏名                               印 

 

私は、下記のとおり代理人を定め、可燃ごみ搬送業務の入札等に関する権限を委任します。 

 

受 任 者  住     所 

         商  号  等 

         代表者氏名 

 

受任期間  自 令和 ８ 年   月   日 

        至 令和 ２０年  ３月 ３１日 

 

受任事項  1. 見積、入札、契約締結ならびに納品、業務履行に関する件 

        2. 代金の請求ならびに受領に関する件 

        3. 入札保証金及び契約保証金の納付、還付請求ならびに受領に関する件 

        4.  その他、前各号に付帯する一切の権限 

 

受任者使用印鑑 

 

 

 

 

 

 

※ 申請書の使用印鑑と同一であること。 



（様式第７号） 

 

資本関係・人的関係調書 

 

令和  年  月  日 

 

所在地 

商号又は名称 

代表者               印 

 

申請日現在において、他の遠賀・中間地域広域行政事務組合競争入札参加有資格者と

の資本関係及び人的関係は、次のとおり相違ありません。 

 

１ 資本関係又は人的関係     あり   なし （どちらかに○印） 

   

２ 資本関係に関する事項 

① 会社法第２条第４号の規定による親会社 

商号又は名称  

 

 

② 会社法第２条第３号の規定による子会社 

商号又は名称  

 

   

③ ①に記載した親会社の他の子会社（自社を除く） 

商号又は名称  

 

 

３ 人的関係に関する事項 

  役員等の兼任の状況 

当社の役員等 兼任先及び兼任先での役職 

役職 氏名 商号又は名称 役職 

    

    

    

    

※ 上記内容に変更が生じた場合は、変更後の内容を記載した調書を速やかに総務課財

政係に提出すること。 



　

1． この表は、運送事業に関する実績について作成すること。
2． この表には、直前２ヵ年間において官公庁関係から受注した主な業務について記入し、官公庁実績が僅か若しくは

無い場合は、他の受注実績も受注金額の大きなものから記入すること。

営　 業　 実　 績　 表

小　　　分　　　類

番号 1 名称

中　　　分　　　類

運送業務名称6

大　　　分　　　類

3 名称 役務提供

契　約　金　額

運送業務

契　約　年　月　日

（千 円 ）

注　　文　　者
の 区 分
元 請 ・ 下 請

物 品 販 売 実 績 又 は 業 務 請 負 実 績

番号

　 　年　 　月 　　日

番号

　 　年　 　月 　　日

※　　記入要領

　 　年　 　月 　　日

　 　年　 　月 　　日

　 　年　 　月 　　日

　 　年　 　月 　　日

　 　年　 　月 　　日

　 　年　 　月 　　日

　 　年　 　月 　　日

　 　年　 　月 　　日

　 　年　 　月 　　日



（様式第８号） 

 

誓 約 書 

 

 

遠賀・中間地域広域行政事務組合代表理事 様 

 

 

可燃ごみ搬送業務の一般競争入札に係る入札参加資格確認申請にあたり、下記の事項

について誓約します。 

なお、当該誓約事項に反することが判明した場合は、この申請及び入札を無効とさ

れても異議はありません。 

 

記 

 

 

１．入札参加資格確認申請書及び提出資料等について、事実と相違ないこと。 

 

 

２．入札公告に記載された当該案件の入札参加資格をすべて満たしていること。 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

申請者  住 所 

 

           氏 名                    印 



様
 

印

上記金額をもって請負いたしたく、遠賀・中間地域広域行政事務組合財務規則を遵守し

入札いたします。

商 号 等
入 札 人 氏 名

遠賀郡岡垣町大字糠塚１０３番地の１　【遠賀・中間リレーセンター】

北九州市八幡西区夕原町２番１号　【皇后崎工場】

業 務 場 所

百 十

業 務 名 可燃ごみ搬送業務

上記の入札金額は、皇后崎工場に搬送した場合で見積もった１ｔあたりの契約希望金額の
１１０分の１００の金額です。（消費税抜き）

入 札 書

令 和 8 年 5 月 15 日

／ｔ

（代理人氏名）

単価契約

円万 千

遠賀・中間地域広域行政事務組合
代 表 理 事 美 浦 喜 明

住 所



様

○○郡○○町○○番地

○○○○株式会社
△△　△△ 印

上記金額をもって請負いたしたく、遠賀・中間地域広域行政事務組合財務規則を遵守し

入札いたします。

北九州市八幡西区夕原町２番１号　【皇后崎工場】

〇 〇

上記の入札金額は、皇后崎工場に搬送した場合で見積もった１ｔあたりの契約希望金額の
１１０分の１００の金額です。（消費税抜き）

業 務 場 所 遠賀郡岡垣町大字糠塚１０３番地の１　【遠賀・中間リレーセンター】

業 務 名 可燃ごみ搬送業務

入 札 書 （ 記 載 例 ）

令 和 ○ ○ 年 ○ 月 ○ 日

代 表 理 事 美 浦 喜 明

住 所

商 号 等
入 札 人 氏 名
（ 代 理 人 氏 名 ）

遠賀・中間地域広域行政事務組合

単価契約

万 千 百 十 円

／ｔ￥ 〇 〇

１．入札に参加される方の氏名を記入します。

２．入札に代表者が参加される場合は、入札参
加資格審査申請書の２使用印鑑で届け出た印
鑑を押印してください。
３．代理人が入札に参加する場合は、別紙委
任状の代理人使用印欄に押印した印鑑を押印
してください。

 ４．消費税抜きの金額を記入してください。
　なお金額は予定価格を超えない金額を記載します
予定価格を超える場合無効となります、ご注意くだい。



住   所

商号又は名称

代表者氏名
印

代理人 氏    名

記

委      任      状

令 和 8 年 5 月 15 日

可燃ごみ搬送業務件 名

私は､次の者を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任します。

履行場所

代 理 人

使 用 印

( 入 札 用 ）

委任者

遠賀・中間地域広域行政事務組合代表理事　様

遠賀郡岡垣町大字糠塚１０３番地の１【遠賀・中間リレーセンター】
北九州市八幡西区夕原町２番１号　【皇后崎工場】



○○　○○
印

代理人 氏    名 △△　△△

( 入 札 用 ）

代表者氏名

委任者

遠賀・中間地域広域行政事務組合代表理事　様

委 任 状 （ 記 載 例 ）

令 和 ○ ○ 年 ○ 月 ○ 日

○○郡○○町○○番地

○○○○株式会社商号又は名称

使 用 印

住   所

可燃ごみ搬送業務件 名

私は､次の者を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任します。

記

履行場所

代 理 人

遠賀郡岡垣町大字糠塚１０３番地の１【遠賀・中間リレーセンター】
北九州市八幡西区夕原町２番１号　【皇后崎工場】

１.入札に代表者が参加出来ない場合は委任状
が必要となります。代表者が参加される場合は
提出の必要はありません。

３.入札に参加される方（代理人）の氏名を記入し、
代理人使用印（私印）を押印します。

 ２.住所、商号又は名称、代表者の氏名を記
入し、入札参加資格審査申請書の２　使用印
鑑で届け出た印鑑を押印します。



様

可燃ごみ搬送業務

上記の入札について、入札参加申請を行いましたが、下記により辞退いたします。

住所

会社名

代表者名 印

令 和 年 月 日

入 札 辞 退 届

遠賀・中間地域広域行政事務組合
代 表 理 事 美 浦 喜 明

入 札 件 名

辞 退 理 由



遠賀・中間地域広域行政事務組合財務規則第７９条（契約保証金）

１ 契約担当者は、組合と契約を締結する者をして契約金額の１００分の１０以上の契約保証

金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部

を納付させないことができる。

（１）契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したと

き。

（２）契約の相手方が過去２年の間に組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上に

わたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそ

れがないと認められるとき。

（３）法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

（４）物品を売り払う契約を締結する場合において、売り払い代金が即納されたとき。

（５）随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約

を履行しないこととなるおそれがないとき。

２ 契約保証金の納付は、国債のほか次に掲げる担保の提供をもって変えさせることができる。

（１）鉄道債券、その他の政府保証債

（２）銀行が振り出し又は支払保証をした小切手

（３）代表理事が確実と認める社債

（４）銀行又は代表理事が確実と認める金融機関が引受保証した手形

（５）銀行又は代表理事が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

３ 契約の相手方が入札の際、入札保証金又はこれに変わる担保を納付又は提供している場合

は、これをを契約保証金又は担保に充当することができる。

４ 契約内容の変更により契約金額の３割以上の増減額を生じたときは、これに相当する契約

保証金又はこれに変わる担保を追加して、納付若しくは提供させ又は契約の相手方の請求に

よりこれに相当する金額又は担保を還付するものとする。

５ 契約保証金又はこれに変わる担保は、当該契約の履行後還付する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合契約事務運用要綱第７９条関係

１ １件の契約金額が１，０００万円未満について、契約の相手方が契約を履行しないことと

なるおそれがないと認められるときは、契約保証金を免除する。

２ 第１項第１号の履行保証保険契約の締結以外に、次に掲げる保証の提供をもって契約保証

金の納付に代えさせることができる。

（１）契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証（履行ボンド）契約を締結した

とき。

（２）公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第 2 条第 4 項に規定
する保証事業会社の保証

３ 第１項第１号の履行保証保険契約に係る保証（保険金額）金額は、契約保証金の額（契約

金額の１００分の１０以上）であること。

４ 第１項第２号中「組合」とは、組合以外の地方公共団体又は国を含むものであること。「種

類」とは、建設工事にあっては、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）別表の区分の種類をい
い、「規模」とは、契約金額を指し、「数回以上」とは、「２回以上」を意味するものである

こと。「規模を同じくする」とは、建設工事については、等級別に格付されている場合は、

格付区分の金額の範囲を、その他の業務にあっては、当該入札に係る見積金額の２割に相当

する金額より高い金額又は低い金額の範囲をいうものであること。

５ 組合以外の地方公共団体との間における契約について、その者が過去２年の間に種類及び

規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行

したか否かは、当該発注者の証明書（別紙様式）を提出させ確認すること。


